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平成１７年度地方債計画

平成１７年度の地方債計画は、地方財源の不足に対

処するための措置を講じるとともに、極めて厳しい

地方財政の状況の下で、その健全性の確保に留意し

つつ、地方公共団体が個性豊かで活力に満ちた地域

社会の構築を目指して、地域再生の推進、それぞれ

の地域の特性を活かした魅力あふれる地域づくり、

ＩＣＴ（情報通信技術）を活用した住民サービスの

向上と地域経済の活性化、災害等に強く安心安全な

地域づくり等の当面する政策課題に重点的・効率的

に対応しうるよう、所要の地方債資金の確保を図る

こととして策定された。

上記の方針に基づいて策定された結果、平成１７年

度の地方債の総額は１５兆５,３６６億円となり、前年度に

比べて１兆９,４７７億円、１１.１％の減となった。

このうち、普通会計分は１２兆２,６１９億円で、前年度

に比べて１兆８,８２９億円、１３.３％の減（臨時財政対

策債及び減税補てん債を除いた場合は、８兆４,８０５億

円で、前年度に比べて６,７１９億円、７.３％減）となっ

た。

さらに、普通会計分を通常分、特別分（臨時財政対

策債、減税補てん債及び財源対策債）の区分別に見る

と通常分は６兆７,２０５億円で、前年度に比べ６,３１９億

円、８.６％の減となっており、特別分は５兆５,４１４億

円で、前年度に比べて１兆２,５１０億円、１８.４％の減

となった。

なお、公営企業会計等分は３兆２,７４７億円で、前年

度に比べて６４８億円、１.９％の減となった。

また、国の補正予算に伴い、普通会計分３,１６３億円、

公営企業会計等分１１０億円の合わせて３,２７３億円が追

加され、最終計画額は１５兆８,６３９億円となり、前年度

の最終計画額と比べて２兆１,１２３億円、１１.８％の減

となった。なお、前年度の追加額は４,９１９億円、最

終計画額は１７兆９,７６２億円だった。

（１）臨時財政対策債の発行

通常収支に係る地方財源の不足に対処するため、

地方財政法第５条の特例として臨時財政対策債３

兆２,２３１億円が計上された。

なお、市町村に対しては原則として政府資金が

配分されることとされ、政府資金９,６６９億円が確保

された。

（２）地方単独事業の重点的・効率的な推進

地方単独事業について、地域の自立や活性化に

つながる基盤整備や生活関連社会資本の整備を重

点的・効率的に推進できるよう、その所要額が確

保された。

①地域活性化事業の推進

地域の活性化に向けた喫緊の政策課題であ

る循環型社会の形成、少子・高齢化対策、地

域資源の活用促進、都市再生、科学技術の振

興、情報通信基盤整備を推進することとし、

その所要額が確保された。

②合併特例事業の推進

「市町村の合併の特例に関する法律」の下

における市町村合併を支援するため、合併重

点支援地域において市町村が広域的に行う公

共施設等の整備及び都道府県が行う交通基盤

特色
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平成１７年度地方債計画及び
府内市町村の許可の状況
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施設の整備並びに合併市町村におけるまちづ

くりを計画的に実施できるよう、合併特例事

業債の計画額が大幅に増額された。

③防災対策事業の推進

災害等に強い安心安全なまちづくりを推進

するため、防災システムのＩＣＴ化などの防

災基盤の整備及び公共施設等の耐震化を重点

的に実施することとし、その所要額が確保さ

れた。

④地域再生事業の推進

地域経済の活性化及び地域雇用の創造を実

現し地域の再生を図るため、地方単独事業を

積極的に展開しようとする地方公共団体が事

業を円滑に実施できるよう、その所要額が確

保された。

（３）過疎対策事業の確保

過疎地域の自立促進のための施策を計画的に推

進することができるよう、ほぼ前年度並みの所要

額が確保された。

（４）地方公営企業による生活関連社会資本の整備の

推進

上・下水道、交通、病院等住民生活に密接に関

連した社会資本の整備を着実に推進することとし、

事業の実施状況等を踏まえ、その所要額が確保さ

れた。

①公営企業借換債の大幅な拡大

公営企業借換債について、資本費負担の著

しく高い一定の公営企業に対する借換債（従

来分）の利率要件を緩和するとともに、平成

１７年度の臨時特例分として、公営企業金融公

庫資金（以下、公庫資金）を対象として、別

途高金利の一定の公営企業債について借換債

を措置することとし、計画額が大幅に増額さ

れた。

②上水道安全対策事業の推進

自然災害による被害を軽減するために行う

上水道安全対策事業を積極的に推進するため、

その所要額が確保された。

③自治体病院の再編等への取組を支援

自治体病院が行う再編等医療提供体制を抜

本的に見直す取組を支援するため、その所要

額が確保された。

④公営地下鉄事業の世代間負担の公平化

交通事業のうち公営地下鉄事業について、

元金償還期間と減価償却期間との差により生

じる構造的な資金不足を補うため、資本費平

準化債が創設された。

なお、下水道事業のうち流域下水道事業等及び

水道事業のうち簡易水道事業については、事業年

度における一般会計繰出しに代えて、臨時的に公

営企業債を措置することとされた。

府内市町村（大阪市を除く）における許可状況

府内市町村（大阪市を除く）の平成１７年度地方債

許可額は２,３６９億２,９９１万円（特定資金枠外債５億

８,０８１万円を含む）で、前年度に比べ１６６億６７９万円、

６.６％減と２年連続で対前年度を下回った。

これを地方債計画上の主な項目別に見ると、一般

会計債６７３億８,２００万円（前年度比１億３,０４０万円、

０.２％増）、公営企業債８５４億１,８１０万円（同５０億２６０

万円、５.５％減）、減税補てん債１０７億５,１４０万円（同

１２億５,９９０万円、１０.５％減）、臨時財政対策債６０８億

１,４１０万円（同１８２億９,３１０万円、２３.１％減）となっ

ている。

また、起債許可額に占める資金区分の割合につい

ては、政府資金５２.９％（前年度５４.３％）、公庫資金

１９.８％（同１５.１％）、民間資金等２７.０％（同３０.４％）

となっており、政府資金と公庫資金を合わせた公的

資金は、全体の７２.８％（同６９.５％）を占めている。

全許可額に占める事業債別の構成比は、上位から①

下水道事業債（２８.６％）、②臨時財政対策債（２５.７％）、

③一般単独事業債〔一般〕（６.９％）、④一般公共事業

事業別の特徴

許可額
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債（４.６％）、⑤減税補てん債（４.５％）となってお

り、これらの事業債で全体の７０.３％を占めている。

事業別の対前年度増減額の状況は、増加分として

は、上位から①公営企業借換債（８７億６,７００万円、皆

増）、②一般単独事業債〔一般〕（４４億２３０万円、３６.６％

増）、③臨時地方道整備事業債（２４億２,０６０万円、

３３.０％増）となっている。これらの事業債の起債許

可額が増加した主な要因としては、それぞれ、①に

ついては借換債の発行要件が見直されたこと、②に

ついては土地開発公社経営健全化対策事業等の増加、

③については事業量の増加などが挙げられる。

一方、減少分としては、①臨時財政対策債（１８２

億９,３１０万円、２３.１％減）、②旧地域総合整備事業債

〔継続事業分〕（４４億８,９５０万円、９５.７％減）、③義務

教育施設整備事業債（３４億２,１２０万円、３７.３％減）

となっている。これらの事業債の起債許可額が減少

した主な要因としては、それぞれ、①については地

方財源不足に対処するためのいわゆる赤字地方債が

減少となったこと、②については継続事業の完了、

③については大規模事業の完了などが挙げられる。

府内市町村（大阪市を除く）の銀行等引受債の借

入（発行）額をみると、平成１７年度新規発行分は８３０

億６,８００万円で、前年度に比べて１７７億３,５００万円の

減、また、そのうち借換債については２９２億９,９００万

円で、前年度に比べて１１億４,９００万円の増となってい

る。

府内市町村の借入条件の決定方法は、指定金融機

関からの借入以外に入札制度や見積り合わせを導入

している団体もあり、その結果として、償還期限１０

年のもので借入条件を比較してみると、最低では０.

８９％、最高では３.３７％と最大では２.４８％の格差が生

じている。

なお、借入（発行）の方法は、６年連続で証書借

入が１００％となっている。

府内市町村（大阪市を除く）の住民参加型市場公

募債の新規発行分は２０億円であった。

これは、堺市において発行されたものであり、発行

条件については、５年満期一括償還で利率は１.２０％

となっている。これは発行月直前の５年もの国債の

平均落札利回りを参考に決定されており、発行額の

内訳を事業別で見てみると一般単独事業債で１４億

４,５９０万円、地域活性化事業債で３億１,８００万円、首

都圏等整備事業債で２億３,６１０万円となっている。

近年の地方分権の大きな流れの中で、地方債資金

については、一層の市場化の推進と政府資金の重点

化・縮減が図られるとともに、平成１８年度より地方

債制度は従来の許可制から協議制へと移行し、一つ

の大きな転換期を迎えることとなった。

平成１７年度は特例市及び中核市について、政府資

金から民間等資金への傾斜化が行われたが、平成１８

年度はその対象が一般市にも拡大されるなど、引き

続き民間等資金への傾斜化が図られている。具体例

を挙げると、臨時財政対策債において、平成１７年度

は一般市及び町村については、投資的経費対応額の

全額に政府資金が充当され、特例市及び中核市につ

いては、政府資金の充当は、投資的経費対応額もし

くは起債額のどちらか少ない額の８０％以下とされ、

残額については民間等資金となっていた。しかし、

平成１８年度は政府資金の充当は、中核市については

５０％以下、特例市については６０％以下と引き下げら

れた結果、民間等資金の割合がさらに高まった。ま

た、一般公共事業債等の国庫補助負担事業において

も、平成１７年度は市町村については、当初計画分は

全額政府資金が充当されたが、平成１８年度より特例

市及び中核市については起債額の７０％以下、一般市

については８０％以下とされ、残額については民間等

資金となった。

なお、平成１９年度については、平成１８年度地方債

計画において政府資金のうち１２.５％を占めた郵政公

おわりに

公募債の借入（発行状況）

銀行等引受債の借入（発行状況）
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社資金が、郵政民営化に伴い原則廃止される予定で

あることから、さらに民間等資金の割合が高くなる

ことが予想される。

一方で、地方債制度が許可制から協議制への移行

したことに伴い、従来用いられていた起債制限比率

に一定の見直しを加えた実質公債費比率という新た

な指標が導入された。実質公債費比率とは、標準財

政規模に占める実質的な公債費の一般財源負担額の

割合を示す指標で、この数値が１８％以上になった団

体は、地方債の発行にあたり総務大臣または都道府

県知事の許可が必要となった。

こうした状況の中で、これまで以上に公債費の適

正な管理が必要とされており、地方債資金の今後の

動向を的確に見極め、自己の責任において市場から

の円滑な資金調達を図る必要がある。今後、政府資

金と比較して、柔軟な償還条件が設定できる民間等

資金を如何に有利な条件で活用していくことができ

るかが、市町村にとって極めて重要になると思われ

る。
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平成１７年度起債許可額の前年度比調

00自治大阪2006.10月号  06.10.13 9:36 AM  ページ 48



49自治大阪 ／ 2006 － 10

00自治大阪2006.10月号  06.10.13 9:36 AM  ページ 49



50 自治大阪 ／ 2006 － 10

起債許可額の推移
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平成１７年度起債許可状況及び財源内訳

※一般公共調整分、地域再生事業債分および財政健全化債分にかかる許可額は各区分に計上しているため、「起債許可額一覧（事業別）」の許
可額と地方債の額が一致しない区分がある。
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平成１７年度起債許可額一覧（事業別）
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平成１７年度起債許可額一覧（事業別）
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